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水防災意識社会 再構築ビジョン 

 弥生時代以降、川の氾濫によって作られた沖積平野を中心に社
会経済活動を営んできたわが国では、近代的河川改修が実施さ
れる以前の施設の能力が低く水害が日常化していた時代には、そ
の地域に住む住民は「この川が氾濫するとこの地域は水に浸かる」
だとか、「あの川の近くには家を建てないほうがいい」というように、
防災に関するその地域固有の情報や知恵を共有し、各家には、水
屋（水害時の避難場所として高い場所に作った建物）や上げ舟（水
害に備えて軒下等に備え付けられた小舟）等の備えがありました。 
 水防災意識社会とは、「水害を「我がこと」として捉え、これに自
ら対処しようとする意識が社会全体に根付いた社会」。さらにわか
り易く言えば、「国民一人一人が、災いから命を守る知恵を備えた
社会」のことです。 

水防災意識社会とは 
みずぼうさい 
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   大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方  答申 

    ～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築～ 
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大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方  答申 

    ～社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築～ 

平成27年12月11日 
国土交通省 
水防災意識社会  
再構築ビジョン 
報道発表資料 

みずぼうさい 



水防災意識社会再構築ビジョン（直轄河川） 

水防災意識社会再構築ビジョン（直轄河川） 

平成27年12月11日 国土交通省 
水防災意識社会再構築ビジョン 
報道発表資料 
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出典：災害時気象資料(平成25年8月1日、下関地方気象台) 

）は、観測結果に統計を行う対象資料が許容範囲内で欠けている値である。 
必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異なるが、全体数の80％を基準とする。 

■平成25年7月28日の総降水量の分布 

水防災意識社会 再構築ビジョン 
 

～都道府県河川への取組の拡大～ 
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中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方（答申） 
 ～平成２８年８月に北海道・東北地方を襲った一連の台風について～ 

平成29年1月 
国土交通省ＨＰ 
公表資料 
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中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方（答申） 
 ～概要（対応すべき主な課題）～ 

平成29年1月 
国土交通省ＨＰ 
公表資料 
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中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方（答申） 
 ～概要（対策の基本方針）～ 

平成29年1月 
国土交通省ＨＰ 
公表資料 
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○ 岩手県岩泉町の小本川と支川清水川において、溢水、越水、決壊により広範囲で浸水が発生。 

○ この洪水により、浸水面積３３９ha、床上浸水７２３戸、床下浸水１２１戸の甚大な浸水被害が発生。小本川沿いの高

齢者福祉施設では、9名の死亡が確認された。 

被災水位痕跡 

Ｈ28.9.1撮影 

被災水位痕跡 

Ｈ28.9.1撮影 

②
  

被災水位痕跡 

岩泉町役場 

堤防決壊箇所 

⑦
  ③ 

道の駅「いわいずみ」 高齢者グループホーム「楽ん楽ん」 

④  

赤鹿水位観測所 

⑦
  

家屋・田畑浸水区域 

洪水範囲 

⑥
  

⑥
  

①
  

Ｈ28.9.1撮影 Ｈ28.9.1撮影 Ｈ28.9.1撮影 

道路上に堆積した土砂、塵芥の撤去状況 

浸水解消後の流木等散乱状況 流入した土砂による車の埋没状況 

浸水解消後の流入土砂堆積状況 

雨量データ 岩泉 

水位データ 小本川（赤鹿） 

最大時間雨量 66ミリ 
最大24時間雨量 211ミリ 

氾濫注意水位2.5m 

最高水位 
6.61m 

66 

6.61 

堤防高4.87m 

堤防決壊状況 浸水解消後の車の散乱状況 

流木堆積状況 

⑤  

②
  

堤防決壊箇所 

①
  

Ｈ28.9.3撮影 小本
川 

⑤ 

Ｈ28.9.1撮影 
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8月30日 

小本川水位データ（赤鹿） 

雨量データ（岩泉） 

最高水位 6.61m 

最大時間雨量 66mm 

最大24時間雨量 211mm 

平成28年9月16日時点 平成28年8月台風10号による岩手県小本川の被害概要 

② ⑥ ⑦ 

④ ③ 

② 

① 
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小本川は水位周知河川に指定されておらず、 
浸水想定区域も公表されていなかった。 【県】 
（岩手県は、水位周知河川指定に向けて浸水想定区域の検討を行っていたが、 

   東日本大震災に伴う地盤沈下等により、河川指定、区域公表がなされていなかった。） 

 台風１０号豪雨災害被害における 
 避難に関わる課題（岩手県岩泉町） 

 避難行動に踏み切れなかった。【施設管理者】 
• 『避難準備情報』の意味が施設管理者に理解されていなかった。 

     (今回被災した要配慮者施設では避難マニュアルがなかったため具体な 

          行動として何をすればよいかわからなかった。） 

 小本川の河川整備が遅れていた。【県】 

 小本川沿川地域で避難勧告が出ていなかった。【市町村】 
• 県からの情報が首長に伝わっていなかった。 

（県土木事務所から町職員へ伝達したが町長へ伝わらなかった。） 

（小本川では避難勧告発令の基準を設定しており今回の災害では基準を超えていた。） 

• 首長に対する技術的な支援がなかった。 

（水位の上昇が速く臨機の対応ができなかった。） 

台風１０号豪雨災害被害における 
避難に関わる課題（岩手県岩泉町） 

水害危険性の周知
の取組の拡大 

ホットラインの構築    

施設管理者への 
説明会の開催 

着実な河川整備の推進 

平成28年9月26日 
国土交通省 
全国都道府県・政令指定都市河川
担当課長会議 説明資料抜粋 

※報道ベースで整理 
  今後、更なる調査・分析が必要 
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水防災意識社会再構築ビジョンの都道府県等管理河川 
  への拡大の取組み   ～ 当面の緊急的な対応 ～ 

• 過去の水害実績等の情報提供 
• 豪雨災害時に注視すべき河川情報等に関する助言 

 都道府県等から市町村への緊急的な注意喚起（H28.9.1）   水防災意識社会再構築ビジョンの都道府県等管理河川 

  への拡大の取組み   ～ 当面の緊急的な対応 ～ 

 全国都道府県等河川担当課長会議の開催（H28.9.26）                          
• 今次水害の実態等、課題の共有、今後の取組方針の説明 

 協議会における各種取組みの推進                                    
• 都道府県及び市町村等からなる協議会の設置を促進 
• 浸水範囲の共有、情報伝達方法の確認等、ハード・ソフト対策の一体的・計画的な推進 

 ホットラインの定着             
• 洪水時等に沿川市町村長に直接連絡する体制を定着させる 
• 地域の実情に応じた伝達方法・留意点を整理したガイドラインを作成・提供 

 全国の要配慮者利用施設への説明会の開催       
• 厚生労働省等の関係機関との連携 
• 避難を検討する際の河川情報等に関する理解を深める説明会の開催 

 今秋に実施 

 平成２９年出水期までに実施 

平成28年12月9日 
国土交通省 
中国ブロック 秋季治水系ブロック
部長会議  説明資料抜粋 

【課題】  国管理河川以外の河川では取組が限定的であり、都道府県等管理河川を含め
て広く防災意識を向上させることが必要。 

H28.8.24 水防災意識社会再構築ビジョンの取組を都道府県等管理河川へ拡大を決定 

平成２８年８月 台風災害発生 
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都道府県管理河川の取組スケジュール（案） 

Ｈ28年度 Ｈ29年度 
Ｈ30
年度 

Ｈ31
年度 

Ｈ32
年度 

Ｈ33 
年度 

第１回 
都道府県河川 
担当課長会議 

フォロー
アップ   
・ 

追加  
修正 

フォロー
アップ   
・ 

追加  
修正 

フォロー
アップ   
・ 

追加  
修正 

フォロー
アップ   
・ 

追加  
修正 

Ｈ29.6まで Ｈ30.3目途 

協議会設置，第１回協議会開催 

幹事会・協議会の開催，「地域の取組方針」の策定 

Ｈ28.9.26 

県管理河川全川を対象とした
協議会をＨ２９出水期（６月頃）
までに設置 
第１回協議会を開催し、現在の
状況，ホットライン等の取組につ
いて共有・確認 

幹事会・協議会を適宜開催し、Ｈ２９年度中に協議会ごとに「地域の取組方針」を
策定・公表（Ｈ２９～Ｈ３３の５カ年計画） 
•Ｈ２９年度中に，現段階で取組可能な内容を「地域の取組方針」としてとりまとめ 
 例） 堤防整備等のハード対策，情報伝達体制の確立（ﾎｯﾄﾗｲﾝ，ﾀｲﾑﾗｲﾝ

等），浸水想定や浸水実績の公表，防災教育など 
•引き続き，検討を進め，水防災意識社会構築のための新たな取組、水位周知
河川の拡大など，順次「地域の取組方針」を変更して記載 
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「水防災意識社会再構築ビジョン」の県管理河川における取組スケジュール（案）は以下のとおりです。 



水防災意識社会再構築ビジョンに基づく 
取組について 

 
～山口県管理河川における取組～ 
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減災対策協議会の取組方針 

現状の水害リス
ク情報や取り組
み状況の共有 

地域の取組方針
の作成 

フォローアップ 

毎年、協議会を開催し状況
の共有を図る 

各構成員がそれぞれまたは
連携して取り組み事項まと
めた地域の取組方針を作成
し共有する。 

➀情報伝達、避難計画等に
関する事項 

➁水防に関する事項 

③氾濫水の排水、施設運用
に関する事項 

④河川管理施設の整備に関
する事項 

 この協議会は、氾濫が発生することを前提として社会全体で常に洪水の備える
「水防災意識社会」の再構築を目的とし減災のための目標を共有し、ハード対策
とソフト対策を一体的計画的に進めるために設置するものです。 

状況の共有を図るため 
・地域の取組方針に基づく対策の 
 実施状況を確認 

作成する地域の取組方針は、 
 概ね５年間で達成すべき避難、水防 
 排水等に関する目標を定める。 
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№ 土木建築事務所 市　町 № 土木建築事務所 市　町

1 和木 10 防府

2 岩国 11 山口

3 柳井 12 宇部

4 周防大島 13 山陽小野田

5 田布施 14 美祢

6 平生 15 下関 下関

7 光 16 長門 長門

8 下松 17 萩

9 周南 18 阿武

岩国

柳井

周南

防府

宇部

萩

 対象となる河川が多くなることを踏まえ、総合流域防災協議会の圏域等を一つ
の単位として合同で開催したり、国管理河川において既に設置されている協議
会の枠組みを活用するなど、地域の実情に応じて検討のうえ適切に設置 

減災対策協議会の設置単位 

市町単位の設置とする 
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